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    障発 0507 第４号 

令和元年５月７日 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

元号を改める政令の施行に伴う通知様式等の改正について 

 

元号を改める政令（平成 31年政令第 143号）が平成 31年４月１日に公布され、同年５月

１日から施行されたことに伴い、当職から発せられた通知により定められた様式については、

申請日の「平成」から「令和」への変更、生年月日の「令和」の選択肢の追加等、所要の改

正を行うこととします。 

ついては、改正後の様式等について下記のとおりとしますので、御了知の上、管内市町村

（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、適

切に対応方御配慮いただきますようお願いいたします。 

なお、その他当部から発出している課長通知、事務連絡に定める様式等の改正についても、 

別途通知、事務連絡の発出により行う予定であることを申し添えます。 

 

記 

 

第 1 「心身障害者扶養共済制度条例施行規則準則」等の一部改正 

次に掲げる様式の規定中「平成」を「令和」に改める。 

１．「心身障害者扶養共済制度条例施行規則準則」（昭和 45 年１月 31 日児発第 40 号厚生

省児童家庭局長通知）様式第４号から様式第６号の２、様式第 10 号から様式第 12 号、

様式第 14号、様式第 15号、様式第 17号、様式第 18号、様式第 20号から様式第 25号

まで 

２．「沖縄における精神障害者医療費特別公費負担の事務取扱いについて」（昭和 47 年５

月 15 日衛発第 290 号厚生省公衆衛生局長通知）様式第一号から様式第三号（二）まで

及び様式第四号 

３．「特別児童扶養手当事務取扱交付金における特別事情分について」（昭和 60年３月 15

日児発第 163号厚生省児童家庭局長通知）別紙  

４．「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」（昭和 60年 12月

28日社更第 161号厚生省社会局長通知）様式第４号から様式第９号まで 

５．「自立支援医療（育成医療）の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の

国民健康保険団体連合会への委託について」（平成５年２月 15 日社援更発第 25 号厚生

省社会・援護局長通知）別紙（契約書例） 

 ６．「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」（平成７年９月 12日健医発第 45号

厚生省保健医療局長通知）別紙様式４及び別紙様式６ 



 

2 

 

 ７．「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」（平成 10 年３月３日障第 113 号・

健政発第 232号・医薬発第 176号・社援第 491号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚

生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省社会・援護局長通知）別記様式１ 

 ８．「精神障害者の移送に関する事務処理基準について」（平成 12年３月 31日障第 243号

厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知）様式５から様式７まで 

９．「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」（平成 12年３月 31日障第 267号

厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知）様式第１ 

10．「自立支援医療費の支給認定について」（平成 18年３月３日障発 303002厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知）別紙様式第２号及び別紙様式第６号 

11．「相談支援従事者研修事業の実施について」（平成 18 年４月 21 日障発 0421 第 001 号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別紙１及び別紙２ 

12．「特別児童扶養手当等の支給に関する法律における有期認定の障害認定診断書の取扱

いについて」（平成 23年１月 11日障発 0111第７号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部長通知）別紙 

13．「特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則について」（平成 23年４月１日障発 0401第

４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式第６号から様式第８号まで 

14．「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則について」（平成 23年４月１日障発 0401第５       

  号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式第４号から様式第７号まで 

15．「精神保健福祉士実習演習担当教員講習会の実施について」（平成 23 年８月５日障発

0805第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式１ 

16．「精神保健福祉士実習指導者講習会の実施について」（平成 23年８月５日障発 0805第

６号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式 1 

17．「自立支援医療（育成医療）の支給に係る診療（調剤）報酬の審査及び支払に関する事

務の社会保険診療報酬支払基金への委託について」（平成 24年３月 22日社援発 0322第

４号厚生労働省社会・援護局長通知）別紙様式１、別紙様式２及び別紙１から別紙４ま

で 

18．「医療保護入院者の退院促進に関する措置について」（平成 26 年１月 24 日障発 0124

第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別添様式１及び別添様式３ 

19．「特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について」（平成 27年４月１日障発 0401第

10号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式第６号及び様式第７号 

20．「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業の実施について」（平成 28年３月 30日

障発 0330第 16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式１ 

21．「児童発達支援ガイドラインについて」（平成 29 年７月 24 日障発 0724 第１号厚生労

働省社会・援護局障害保険福祉部長通知）別紙３及び別紙４ 

22．「精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業の実施について（運営要領）」

（平成 29 年８月１日障発 0801 第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

別紙２ 

23．「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について（運営要領）」（平成 29年８月３日
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障発 0803 第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別紙３から別紙６ま

で 

24．「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」（平成 30 年３月 23 日障発

0323第 31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別紙様式例第９号 

25．「「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」について」（平

成 30年３月 27日障発 0327第 16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）参

考様式２、参考様式４及び参考様式５ 

 

第２ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」の一部改正 

次に掲げる様式の規定中「 平 成 」を「 令 和 」に改める。 

 １．「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」（昭和 60年 12月

28日社更第 161号厚生省社会局長通知）様式第１号から様式第３号まで 

 

第３ 「心身障害者扶養共済制度条例施行規則準則」等の一部改正 

 １．「心身障害者扶養共済制度条例施行規則準則」（昭和 45 年１月 31 日児発第 40 号厚生

省児童家庭局長通知）様式第１号、様式第２号、様式第７号から様式第９号、様式第 13

号、様式第 16号、様式第 19号、様式第 26号から様式第 29号までを別添１から別添 12

までのように改める。 

 ２．「沖縄における精神障害者医療費特別公費負担の事務取扱いについて」（昭和 47 年５

月 15日衛発第 290号厚生省公衆衛生局長通知）様式第三号（三）から様式第三号（五）

までを別添 13から別添 15までのように改める。 

 ３．「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定につい

て」（昭和 50年９月５日児発第 576号厚生省児童家庭局長通知）様式第１号から様式第

８号までを別添 16から別添 23までのように改める。 

 ４．「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」（昭和 60年 12月

28 日社更第 162 号厚生省社会局長通知）様式第１号から様式第 16 号までを別添 24 か

ら別添 39までのように改める。 

５．「自立支援医療（育成医療）の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の

国民健康保険団体連合会への委託について」（平成５年２月 15 日社援更発第 25 号厚生

省社会・援護局長通知）別紙（覚書例）を別添 40のように改める。 

 ６．「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」（平成７年９月 12日健医発第 45号

厚生省保健医療局長通知）別紙様式１、別紙様式２及び別紙様式７を別添 41 から別添

43までのように改める。 

 ７．「精神障害者の移送に関する事務処理基準について」（平成 12年３月 31日障第 243号

厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知）様式３を別添 44のように改める。 

８．「口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見

の取扱いについて」（平成 15 年１月 10 日障発第 0110002 号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知）別紙を別添 45のように改める。 
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９．「自立支援医療費の支給認定について」（平成 18年３月３日障発 303002厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知）別紙様式第１号、別紙様式第３号、別紙様式第４号、

別紙様式第７号及び別紙様式第８号を別添 46から別添 50までのように改める。 

10．「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」（平成 21

年 12 月 24 日障発 1224 第３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式第

１を別添 51のように改める。 

11．「特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則について」（平成 23年４月１日障発 0401第

４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式第３号から様式第５号までを

別添 52から別添 54までのように改める。 

 12．「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則について」（平成 23年４月１日障発 0401第５       

  号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式第２号及び第３号を別添 55 及

び別添 56のように改める。 

 13．「精神保健福祉士法第７条第１号に規定する精神障害者の保健及び福祉に関する科目

等の読替の範囲について」（平成 23 年８月５日障発 0805 第５号厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部長通知）別記様式を別添 57のように改める。 

14．「医療保護入院者の退院促進に関する措置について」（平成 26 年１月 24 日障発 0124

第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別添様式２を別添 58 のように

改める。 

15．「障害支援区分認定の実施について」（平成 26年３月３日障発 0303第１号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知）別添第１号及び別添第２号を別添 59及び別添 60

のように改める。 

 16．「特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について」（平成 27年４月１日障発 0401第

10 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）様式第３号から様式第５号まで

を別添 61から別添 63までのように改める。 

17．「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」（平成 30 年３月 23 日障発

0323 第 31 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別紙様式例第５号（１）

から（５）までを別添 64から別添 68までのように改める。 

18．「「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」について」（平

成 30年３月 27日障発 0327第 16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）参

考様式１、参考様式３、参考様式７を別添 69から別添 71までのように改める。 

 

第４ 経過措置等 

１．この通知による改正前のそれぞれの通知で定める様式（以下「旧様式」という。）によ

り使用されている書類は、この通知による改正後のそれぞれの通知で定める様式による

ものとみなす。 

２．旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例え

ば、訂正印や手書きによる改正等により、これを取り繕って使用することができること

とする。 
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３．国民生活への影響をできる限り少なくする観点から、申請等の受理等に当たっては、

当分の間、 

・改元日前に、「令和」により改元日以降の日時が標記されている場合 

・改元日以降に、「平成」により改元日以降の日時が標記されている場合 

のいずれについても、必要な読替えを行った上で、これを受理等する。 

 


